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場
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備
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証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
業
務
の
廃
止
の
届
出

(

会
計
管
理
課)

…

�

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生

(

下
北
地
域

県

民

局)

…

�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

(

商
工
政
策
課)

…

�

○
農
用
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認
可

(

西
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民

局)
…

�

教
育
委
員
会

○
非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
福
利
課)

…

�

公
安
委
員
会

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
規
制
課)

…

�

○
指
定
講
習
機
関

(

初
心
運
転
者
講
習)

の
指
定

(

運
転
免
許
課)

…

�

○
指
定
講
習
機
関
の
行
う
初
心
運
転
講
習
の
休
止

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

六
年
六
月
三
十
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
六
ケ
所
村
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
番
一
七
三
か
ら
一
番
一
七
五
及
び
上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
泊
字
焼
山
九
九
六
番
か
ら
九
九
七
番
に
隣
接
す
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
	
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
①
の
地
点
と
	
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
三
・
八
〇
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
六
一
・
三
二
七

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
七
〇
・
四
四
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
五
五
・
四
三
四

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
七
六
・
一
三
六
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Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
三
二
・
六
二
四

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
八
一
・
七
五
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
三
三
・
九
八
〇

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
八
三
・
〇
九
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
二
八
・
五
四
四

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
七
九
・
一
七
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
二
七
・
四
〇
〇

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
〇
二
・
一
五
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
〇
九
・
四
九
六

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
〇
四
・
八
六
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
九
五
・
一
一
四

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
一
二
・
二
二
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
九
三
・
二
四
三

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
二
四
・
〇
八
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
九
一
・
三
八
一

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
〇
六
・
一
五
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
八
五
・
六
六
九

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
一
四
・
二
一
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
九
三
・
七
七
三

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
一
二
・
〇
二
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
九
二
・
四
九
〇

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
〇
七
・
六
〇
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
〇
〇
・
一
九
六

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
〇
一
・
八
〇
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
二
八
・
一
七
五

⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
〇
〇
・
八
一
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
二
七
・
九
八
四

⑰
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
四
〇
〇
・
五
二
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
二
九
・
四
〇
六

⑱
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
九
・
九
二
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
二
七
・
九
七
二

⑲
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
八
九
・
六
二
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
三
二
・
二
六
九

⑳
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
四
・
五
六
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
四
四
・
一
六
二

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
〇
・
二
三
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
四
九
・
四
〇
六

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
四
・
一
〇
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
五
二
・
五
四
九

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
五
・
五
八
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
五
六
・
四
四
〇

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
二
三
九
五
・
六
五
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
五
六
・
六
二
五

３

面
積

三
、
八
二
二
・
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
二
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野
八
四
の
六
四
五

中
谷

定
雄

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

２

株
式
会
社
創
建
ホ
ー
ム

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
の
一

代
表
取
締
役

中
野
渡
健
一

３

金
京
源

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
〇
の
二
六

４

金
英
輝

十
和
田
市
東
十
四
番
町
四
の
四
の
六

５

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
三
丁
目
三
の
二
三

代
表
取
締
役

辻
田
泰
徳

三

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日

四

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

五

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
字
天
神
林
三
九
の
一

吉
野

正
男

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
字
尻
労
八
の
二

向
井

正
喜

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
字
小
倉
一
〇
の
四

林

孝
志

尻
労

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

(

仮
称)

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
外

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
外

平
成

��

･

�･

�	



( )

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
申
請

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
青
森
県
農
林
水
産
部
構
造
政
策
課
に
お

い
て
こ
の
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農

用
地
利
用
配
分
計
画
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

土

地

認

可

申
請
日

花
田
悦
子

黒
石
市
大
字
後
大
工
町
一

黒
石
市
大
字
黒
石
字
浄
光
寺
四

平
成

��

･

�･

��

石
澤
孝
知

黒
石
市
ぐ
み
の
木
一
丁
目

八
四

黒
石
市
ぐ
み
の
木
北
八
三
ほ
か

二
筆

〃

小
森
和
彦

平
川
市
高
木
原
田
一
一
三

の
二

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
稲
村
一

八
九
の
二

〃

長
谷
川
耕
一

つ
が
る
市
木
造
三
ツ
館
高

倉
五
六
の
二

つ
が
る
市
木
造
下
福
原
吉
見
九

五
ほ
か
三
筆

〃

小
笠
原
俊
也

つ
が
る
市
木
造
下
福
原
山

ノ
井
九
八

つ
が
る
市
木
造
下
福
原
篠
原
二

三
四

〃

前
田
正
�

五
所
川
原
市
金
木
町
神
原

桜
元
一
九
の
一

つ
が
る
市
稲
垣
町
下
繁
田
磯
浮

二
一
一

〃

尾
野
聡

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
酒

田
四
五

つ
が
る
市
稲
垣
町
穂
積
鶴
見
里

二
二
ほ
か
五
筆

〃

笹
田
進

つ
が
る
市
下
牛
潟
町
�
舞

岬
一
七
の
一

つ
が
る
市
牛
潟
町
田
光
萢
一
七

九
ほ
か
三
筆

〃

有
限
会
社
小
関

商
事

つ
が
る
市
柏
広
須
藤
枝
二

〇
の
一

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
米
本
二

一
ほ
か
四
筆

〃

	
橋
純
一

つ
が
る
市
木
造
永
田
高
田

八
の
二

つ
が
る
市
木
造
大
畑
朽
葉
二
三

〇
ほ
か
三
筆

〃

葛
西
茂

つ
が
る
市
森
田
町
中
田
小

槌
二

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
稲
村
四

一
ほ
か
四
筆

〃

石
岡
勝
博

つ
が
る
市
森
田
町
森
田
月

見
野
三
五
六
の
一
一

月

見
野
丘
団
地
特
二

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
豊
秋
六

六
ほ
か
一
筆

〃

帯
川
圭
太

つ
が
る
市
稲
垣
町
福
富
笹

苅
二
二

つ
が
る
市
稲
垣
町
沼
館
掛
橋
八

〇
の
四
五
ほ
か
六
筆

〃

蝦
名
賢
造

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
宮

藤
二
八

つ
が
る
市
稲
垣
町
沼
館
掛
橋
八

〇
の
一
二
五
ほ
か
六
筆

〃

石
岡
勝
博

つ
が
る
市
森
田
町
森
田
月

見
野
三
五
六
の
一
一

月

見
野
丘
団
地
特
二

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
米
倉
三

一

〃

黒
滝
彰

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
母

衣
掛
三
三
の
一
〇

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
繁
森
五

〇

〃

黒
滝
彰

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
母

衣
掛
三
三
の
一
〇

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
二
五
二

ほ
か
七
筆

〃

葛
西
徹
哉

つ
が
る
市
木
造
豊
田
網
代

四
一
の
一

つ
が
る
市
木
造
川
除
千
刈
九
一

ほ
か
三
筆

〃

小
笠
原
繁

つ
が
る
市
稲
垣
町
沼
崎
泉

水
五
七
の
一

つ
が
る
市
稲
垣
町
福
富
山
吹
八

六
ほ
か
四
筆

〃

木
村
仁

つ
が
る
市
柏
鷺
坂
清
見
八

四
の
一

つ
が
る
市
柏
鷺
坂
清
見
一
六
〇

ほ
か
五
筆

〃

佐
々
木
敬
藏

つ
が
る
市
稲
垣
町
千
年
上

鹿
島
五
の
一

つ
が
る
市
稲
垣
町
千
年
上
鹿
島

二
二
の
二
二
ほ
か
三
筆

〃

佐
々
木
敬
藏

つ
が
る
市
稲
垣
町
千
年
上

鹿
島
五
の
一

つ
が
る
市
下
牛
潟
町
鷺
沼
一
四

五
ほ
か
三
筆

〃

工
藤
大
志

つ
が
る
市
車
力
町
老
森
六

〇
の
二

つ
が
る
市
車
力
町
屏
風
山
一
の

三
七
ほ
か
二
筆

〃

坂
本
淳
也

つ
が
る
市
牛
潟
町
塚
野
沢

七
〇

つ
が
る
市
車
力
町
川
林
一
一
四

ほ
か
二
筆

〃

岩
澤
範
行

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
一
日

市
九
八
の
二

八
戸
市
大
字
八
幡
字
上
鵜
対
三

二
の
八

〃

株
式
会
社
岡
本

十
和
田
市
東
十
三
番
町
二

九
の
二

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
石
ケ
沢
二

〇
ほ
か
一
筆

〃

株
式
会
社
岡
本

十
和
田
市
東
十
三
番
町
二

九
の
二

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
石
ケ
沢
一

〇
ほ
か
一
筆

〃

株
式
会
社
岡
本

十
和
田
市
東
十
三
番
町
二

九
の
二

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
熊
ノ
沢
越

八
〇
の
う
ち

〃
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株
式
会
社
岡
本

十
和
田
市
東
十
三
番
町
二

九
の
二

八
戸
市
大
字
櫛
引
字
石
ケ
沢
一

五

〃

中
野
渡
勝
則

十
和
田
市
大
字
深
持
字
南

平
二
五
五
の
一

十
和
田
市
大
字
深
持
字
佐
々
木

平
一
四
一
ほ
か
四
筆

〃

中
野
渡
春
雄

十
和
田
市
大
字
深
持
字
南

平
二
五
六
の
一

十
和
田
市
大
字
深
持
字
佐
々
木

平
一
五
〇
の
一
ほ
か
六
筆

〃

米
田
利
春

十
和
田
市
大
字
深
持
字
南

平
二
六
二
の
一

十
和
田
市
大
字
深
持
字
南
平
三

二
二
の
一
ほ
か
二
筆

〃

竹
ケ
原
範
生

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
三
〇

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
相
坂
二

七
二
の
一
ほ
か
十
一
筆

〃

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
四
〇
の
一

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
見
一

八
三
の
一
ほ
か
一
筆

〃

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
四
〇
の
一

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
箕
輪
川

原
一
六
七

〃

戸
來
隆
男

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
中

崎
一
〇
の
二

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
佐
井

幅
二
七
一
の
六
ほ
か
一
筆

〃

東
幸
信

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下

川
原
一
一
二

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
西
金

崎
四
七
一
の
一

〃

農
事
組
合
法
人

赤
沼
営
農
組
合

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
前

川
原
三
五

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
川
原

一
六
三
ほ
か
四
筆

〃

佐
々
木
稔

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
前

田
七
八

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
井
戸
頭

一
一
六
の
一
ほ
か
二
筆

〃

斗
沢
信
一

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字

八
斗
沢
三
四
の
二

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
後
野
一

七
五
の
四
四

〃

佐
々
木
稔

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
前

田
七
八

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
井
戸
頭

一
六
七
ほ
か
五
筆

〃

斗
沢
信
一

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字

八
斗
沢
三
四
の
二

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
後
野
四

〇
八
の
一
ほ
か
一
筆

〃

洞
内
ア
キ
子

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
向

八
七
の
三

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
井
戸
頭

一
四
四
の
三
四
〇
ほ
か
二
筆

〃

宮
本
正
志

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字

大
沢
田
五

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
大
沢

田
一
一
三
ほ
か
十
五
筆

〃

鳥
谷
部
富
雄

三
沢
市
前
平
二
丁
目
一
三

の
二

三
沢
市
大
字
三
沢
字
戸
崎
一
〇

一
の
五
六
三

〃

小
関
貴
裕

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
沼

館
字
家
岸
六
八
の
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
豆
沢

字
土
井
立
一
九
五
ほ
か
一
筆

〃

伊
瀬
谷
俊
吾

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
藤

沢
字
人
形
坂
一
七
の
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
藤
沢
字

浄
楽
堂
二
三
一
ほ
か
一
筆

〃

伊
瀬
谷
俊
吾

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
藤

沢
字
人
形
坂
一
七
の
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
福
館
字

平
川
家
ノ
下
一
〇
三
ほ
か
三
十

一
筆

〃

伊
�
茂
光

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小

湊
字
下
タ
田
一
二
の
三
五

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字

下
タ
田
八
一
ほ
か
一
筆

〃

伊
�
茂
光

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小

湊
字
下
タ
田
一
二
の
三
五

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字

和
田
一
三
八
ほ
か
六
筆

〃

木
村
良
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小

豆
沢
字
小
豆
沢
五
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
豆
沢

字
水
ケ
沢
四
二
八
ほ
か
一
筆

〃

倉
本
義
憲

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
外

童
子
字
船
越
一
五

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
外
童
子

字
平
沢
二
ほ
か
四
筆

〃

栗
林
浩
光

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長

峰
字
九
十
九
森
八
九
の
二

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長
峰
字

駒
木
沢
四
二
〇
の
六
二
ほ
か
一

筆

〃

山
崎
光
司

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
居

土
字
高
野
新
田
一
四

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
三
ッ
目

内
字
富
岡
四
四
九

〃

山
崎
光
司

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
居

土
字
高
野
新
田
一
四

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
三
ッ
目

内
字
富
岡
四
五
〇

〃

山
崎
光
司

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
居

土
字
高
野
新
田
一
四

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
八
幡
館

字
広
田
三
二

〃

山
崎
光
司

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
居

土
字
高
野
新
田
一
四

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
森
山
字

上
福
田
九
一

〃

有
限
会
社
グ

リ
ー
ン
フ
ァ
ー

ム
西
目
屋

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字

田
代
字
神
田
一
七
六
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字

東
田
二
三
ほ
か
一
筆

〃

大
谷
義
昭

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤

崎
字
中
豊
田
一
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
越
字

東
亀
田
五
〇
の
八

〃

白
戸
陽
平

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

境
森
字
佃
一
一
七

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字

一
本
木
六
〇

〃

白
戸
陽
平

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

境
森
字
佃
一
一
七

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字

一
本
木
四
一
ほ
か
一
筆

〃
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大
谷
義
昭

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤

崎
字
中
豊
田
一
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
越
字

東
亀
田
四
七
の
一
ほ
か
一
筆

〃

有
限
会
社
と
き

わ
ね
っ
と

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常

盤
字
四
西
田
一
〇
一
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常
盤
字

二
宮
本
五
三
の
二
ほ
か
十
二
筆

〃

有
限
会
社
グ

リ
ー
ン
フ
ァ
ー

ム
西
目
屋

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字

田
代
字
神
田
一
七
六
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光

寺
字
安
田
一
九
の
一
ほ
か
十
三

筆

〃

有
限
会
社
奈
良

岡
フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福

島
字
駒
田
四
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光

寺
字
高
田
三
二
の
一
ほ
か
四
筆

〃

福
原
義
明

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

東
光
寺
字
村
上
一
一
一
の

三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光

寺
字
安
田
六
五
の
二

〃

一
戸
喜
美
男

平
川
市
蒲
田
一
本
松
二
九

の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
諏
訪

堂
字
村
岡
八
一
の
一
ほ
か
一
筆

〃

白
戸
宏
治

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

前
田
屋
敷
字
南
佃
三
三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田

屋
敷
字
栄
田
一
ほ
か
十
九
筆

〃

白
戸
宏
治

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

前
田
屋
敷
字
南
佃
三
三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光

寺
字
村
元
五
三
の
一
ほ
か
二
筆

〃

神
孝

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

湯
舟
町
字
七
尾
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村

町
字
上
清
水
崎
六
〇
の
三
ほ
か

九
筆

〃

山
下
正
俊

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

館
前
町
字
館
ノ
下
三
二
の

二

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
館
前

町
字
津
軽
沢
三
四
の
二
ほ
か
二

筆

〃

今
信
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

姥
袋
町
字
霜
坂
熊
ヶ
沢
二

〇
の
二
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋

町
字
霜
坂
熊
ヶ
沢
一
四
五
ほ
か

三
筆

〃

株
式
会
社
ほ
の

か

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

小
屋
敷
町
字
浮
橋
七
四
の

一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
小
屋

敷
町
字
浮
橋
二
六
八
の
一
ほ
か

十
筆

〃

株
式
会
社
ほ
の

か

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

小
屋
敷
町
字
浮
橋
七
四
の

一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
湯
舟

町
字
若
山
杢
沢
七
九
の
一
ほ
か

一
筆

〃

工
藤
新
一

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字

深
谷
町
字
細
ヶ
平
野
山
一

八

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
一
ツ

森
町
禿
五
七
の
二
ほ
か
三
筆

〃

�
山
利
金

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田

茂
木
字
若
宮
三
七
五
の
一

二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
二
五
六
〇

〃

�
山
利
金

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田

茂
木
字
若
宮
三
七
五
の
一

二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
高
根
字

小
金
石
六
〇
八
ほ
か
九
筆

〃

中
谷
保

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
豊

岡
字
若
松
三
八
の
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字

飛
石
一
〇
五
ほ
か
二
筆

〃

大
川
智
由
紀

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大

沢
内
字
二
タ
見
三
二
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大
沢
内

字
二
タ
見
四
一
六
の
一
ほ
か
十

三
筆

〃

大
川
智
由
紀

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大

沢
内
字
二
タ
見
三
二
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
富
野
字

沖
津
九
三
の
一
ほ
か
二
筆

〃

野
上
祐
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
高

根
字
小
金
石
九
〇
〇

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
一
八
四
三
の
一
ほ
か
三

筆

〃

株
式
会
社
十
三

湖
フ
ァ
ー
ム

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄

市
字
沖
原
一
一
五
の
七
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
二
二
四
六
ほ
か
一
筆

〃

成
田
誠

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄

市
字
花
持
三
八
六

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字

花
持
六
七
一
ほ
か
二
筆

〃

有
限
会
社
ケ
イ

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ス

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田

茂
木
字
鳴
見
二
四
二
の
八

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
三
一
五
六
の
一
ほ
か
六

筆

〃

有
限
会
社
ケ
イ

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ス

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田

茂
木
字
鳴
見
二
四
二
の
八

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
豊
岡
字

緑
川
一
五
七
ほ
か
二
筆

〃

山
谷
清
光

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄

市
字
沖
原
一
一
五
の
四
四

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
二
一
九
九
の
一
ほ
か
一

筆

〃

野
上
幸
治

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
高

根
字
小
金
石
八
七
六

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木

字
若
宮
四
三
四
四
ほ
か
一
筆

〃

天
間
正
大

上
北
郡
七
戸
町
字
道
ノ
上

一
六
八
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
金
沢
平
二
五

二
の
一

〃

山
田
正

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
家

ノ
上
二
九

上
北
郡
七
戸
町
字
沼
ノ
沢
三
六

の
一

〃

竹
ケ
原
範
生

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
三
〇

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
今

熊
一
五
六
〇
ほ
か
二
筆

〃



( )

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
九
年
三
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程

(
昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号)

の
一
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十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
四
〇
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
今

熊
一
七
一
三

〃

川
口
英
康

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
屋

敷
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
堤
田
二
二

六
の
一
ほ
か
一
筆

〃

有
限
会
社
マ
ル

シ
ョ
ウ
農
園

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄

二
丁
目
一
四
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
下
谷
地

五
五
四
の
一

〃

奥
寺
治

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川

目
四
丁
目
一
二
七
の
八
七

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
深
沢
平
七

八
六
の
一
ほ
か
一
筆

〃

馬
場
孝
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
西
下

谷
地
三
一
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
西
下
谷
地

四
七
三

〃

有
限
会
社
マ
ル

シ
ョ
ウ
農
園

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄

二
丁
目
一
四
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
下
谷
地

五
五
二
の
一
ほ
か
一
筆

〃

鳥
谷
部
正
光

三
戸
郡
五
戸
町
字
蛯
川
村

八
六
の
四

三
戸
郡
五
戸
町
字
蛯
川
村
二
一

一
の
一
ほ
か
二
筆

〃

大
久
保
�
治

三
戸
郡
五
戸
町
字
古
舘
下

川
原
二
七
の
七

三
戸
郡
五
戸
町
字
蛯
川
村
二
六

〇
ほ
か
二
筆

〃

大
久
保
�
治

三
戸
郡
五
戸
町
字
古
舘
下

川
原
二
七
の
七

三
戸
郡
五
戸
町
字
蛯
川
村
二
四

〇

〃

佐
々
木
友
彦

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷

内
字
向
田
二
二
の
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字

大
久
木
一
一
の
一

〃

佐
々
木
友
彦

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷

内
字
向
田
二
二
の
二

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内
字

大
久
木
一
二
の
二

〃

竹
洞
信
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石

中
市
字
浦
田
三
九

三
戸
郡
五
戸
町
字
幸
ノ
神
一
一

ほ
か
一
筆

〃

滝
沢
修

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子

字
下
モ
鳴
滝
七
一
の
二

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
下

田
子
上
ミ
川
原
八
三

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

鈴
木

鉄
安

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
下
川
原
二

平
成
��･

�･

�



( )

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

六
千
円｣

を

｢

六
千
二
十
円｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

規
定
中

｢

二
千
七
百
八
十
円｣

を

｢

二
千
七
百
九
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
一
般
国
道
四
号
の
項
中

｢

一
丁
目｣

を

｢

二
丁
目｣

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
七
号
の

項
中

｢

一
丁
目｣

を

｢

二
丁
目｣

に
、

｢

矢
田
前
字
弥
生
田｣

を

｢

平
新
田
字
森
越｣

に
改
め
、
同

表
一
般
国
道
四
十
五
号
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
百
一
号
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
次
の
と
お
り
指
定
講
習
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に

関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子
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青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
大
開
三
番
地
五
十
九
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
十
日
市
字
上
谷
地
四
番
地
一
ま
で

青
森
県
八
戸
市
大
字
櫛
引
字
長
平
六
番
地
二
か
ら

青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
鹿
糠
八
番
地
八
ま
で

青
森
県
上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
堀
切
沢
六
十
番
地
七

百
二
十
三
か
ら

青
森
県
上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
南
平
二
番
地
八
十
七
ま

で

青
森
県
青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才
子
字
山
本
百
五
番
地
三
か
ら

青
森
県
五
所
川
原
市
大
字
福
山
字
広
富
四
十
五
番
地
四
ま
で

青
森
県
青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才
子
字
山
本
百
五
番
地
五
十
九

か
ら

青
森
県
つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
本
九
十
七
番
地
一
ま
で

青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
平
野
二
百
三

十
四
番
地
一
か
ら

青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
鳴
戸
三
百
八
十

四
番
地
六
ま
で



( )

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
講
習
機

関
五
所
川
原
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル
の
特
定
講
習
の
休
止
を
許
可
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に
関
す

る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

一

休
止
し
よ
う
と
す
る
特
定
講
習
の
種
別

普
通
自
動
車
、
普
通
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

二

休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
ま
で
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株
式
会
社
エ
ス
テ
ィ
ッ
ク

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ス
開
発
三
沢

自
動
車
学
校

株
式
会
社
十
和
田
中
央
モ
ー
タ
ー

ス
ク
ー
ル

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
ス
開
発
三
ツ

矢
自
動
車
学
校

株
式
会
社
ム
ジ
コ
・
ク
リ
エ
イ
ト

弘
前
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

株
式
会
社
ム
ジ
コ
・
ク
リ
エ
イ
ト

八
戸
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

三
八
五
オ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
株
式
会

社 株
式
会
社
ム
ジ
コ
・
ク
リ
エ
イ
ト

青
森
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

株
式
会
社
青
森
東
部
自
動
車
学
校

氏

名

又

は

名

称

む
つ
市
南
町
二
番
四
号

弘
前
市
大
字
石
渡
一
丁
目
二
三
番
地

一 十
和
田
市
東
十
四
番
町
五
二
番
一
号

弘
前
市
大
字
石
渡
一
丁
目
二
三
番
地

一 弘
前
市
大
字
和
泉
一
丁
目
三
番
地
の

一 八
戸
市
石
堂
四
丁
目
七
番
三
二
号

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
中
坪
一
〇
七

番
地
二

青
森
市
妙
見
一
丁
目
二
番
二
号

青
森
市
原
別
八
丁
目
二
番
一
号

住

所

古

川

徳

穂

工

藤

武

義

丸

井

春

彦

工

藤

武

義

新
戸
部

八
州
男

新
戸
部

八
州
男

市

川

安

男

新
戸
部

八
州
男

�

橋

博

剛

法
人
代
表
者
の

氏
名

下
北
自
動
車
学
校

三
沢
自
動
車
学
校

十
和
田
中
央
モ
ー
タ
ー
ス

ク
ー
ル

三
ツ
矢
自
動
車
学
校

弘
前
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

八
戸
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

三
八
五
オ
ー
ト
ス
ク
ー
ル

八
戸

青
森
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

青
森
東
部
自
動
車
学
校

事
務
所
の
名
称

む
つ
市
南
町
二
番
四
号

三
沢
市
南
町
二
丁
目
三
一
番
地
一

六
〇
号

十
和
田
市
東
十
四
番
町
五
二
番
一

号 弘
前
市
大
字
石
渡
一
丁
目
二
三
番

地
一

弘
前
市
大
字
和
泉
一
丁
目
三
番
地

の
一

八
戸
市
石
堂
四
丁
目
七
番
三
二
号

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
中
坪
一
〇

七
番
地
二

青
森
市
妙
見
一
丁
目
二
番
二
号

青
森
市
原
別
八
丁
目
二
番
一
号

事
務
所
の
所
在
地

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
初
心

運
転
者
講
習

特
定
講
習
の
種
別



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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